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(57)【要約】
【課題】デスク単体で用いるときには機能部材が外方に
突出するのを抑えつつ、複数のデスクを隙間を設けて配
置したときに、必要に応じて機能部材同士を連続させる
。
【解決手段】デスク装置１０は、上面に作業面を有した
天板と、床面Ｆ上に設置されて天板を支持し、天板の高
さを変更可能な脚部材と、床面Ｆに沿った所定方向に連
続して設けられ、平面視した状態で天板の端部と同一鉛
直面内または端部よりも天板の内方に位置した状態と、
所定方向に沿って天板の端部よりも外方に突出した状態
との間で、端部の位置が変更可能とされたダクト部３１
と、を備える。
【選択図】図３



(2) JP 2017-559 A 2017.1.5

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面に作業面を有した天板と、
　床面上に設置されて前記天板を支持し、前記天板の高さを変更可能な脚部材と、
　上下方向と交差する所定方向に延びる機能部材と、を備え、
　前記機能部材は、端部の位置を、平面視した状態で、前記天板の外周端部と同一鉛直面
内または前記外周端部よりも前記天板の内方に位置した状態と、前記所定方向に沿って前
記天板の外周端部よりも外方に突出した状態との間で、変更可能であることを特徴とする
天板昇降式什器。
【請求項２】
　前記機能部材が前記所定方向に沿って前記天板の外周端部よりも外方に突出した状態で
、前記機能部材の前記端部は、平面視において、前記天板昇降式什器の外縁に位置してい
ることを特徴とする請求項１に記載の天板昇降式什器。
【請求項３】
　前記機能部材は、
　前記所定方向に連続する機能部材本体と、
　前記機能部材本体の端部から前記所定方向に沿って出没可能に設けられたスライド部材
と、
を備えていることを特徴とする請求項１または２に記載の天板昇降式什器。
【請求項４】
　前記機能部材は、内部に配線を収容可能な配線収容ダクトであることを特徴とする請求
項１から３のいずれか一項に記載の天板昇降式什器。
【請求項５】
　前記機能部材の端面に、他の天板昇降式什器の前記機能部材との間で前記配線を挿通さ
せる配線挿通部が形成されていることを特徴とする請求項４に記載の天板昇降式什器。
【請求項６】
　前記配線挿通部を開閉可能な蓋体をさらに備えることを特徴とする請求項５に記載の天
板昇降式什器。
【請求項７】
　前記機能部材は、前記天板の下方に設けられ、前記所定方向に連続するパネルまたは杆
体であることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の天板昇降式什器。
【請求項８】
　互いに対向して一対の前記天板を備えるとともに、前記脚部材は、それぞれの前記天板
に設けられて前記天板を昇降可能に支持することを特徴とする請求項１から７のいずれか
一項に記載の天板昇降式什器。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか一項に記載の天板昇降式什器を複数備え、
　前記所定方向に沿って間隔を空けて前記床面上に設置された二つの前記天板昇降式什器
同士の間において、一方の前記天板昇降式什器および他方の前記天板昇降式什器の少なく
とも一方において前記機能部材の端部を前記天板の前記外周端部よりも外方に突出させる
ことによって、一方の前記天板昇降式什器の前記機能部材と他方の前記天板昇降式什器の
前記機能部材とを、前記所定の方向に沿って連続させることが可能であることを特徴とす
る什器システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デスク等の天板昇降式什器、什器システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　オフィスや公共施設等の執務空間においては、執務者に作業エリアを提供するためにデ
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スクが用いられている。複数のデスクを対向させて配置したり、横方向に並べて配置する
場合、デスクの天板同士を突き合わせることで、デスクの天板同士の隙間が生じないよう
にするのが一般的である。
【０００３】
　天板の高さが上下に変更可能な昇降機能を備えたデスクでは、天板を昇降させて隣接す
るデスクの天板との間に物等を挟まないように、デスク同士の間に隙間を設けて配置する
ことがある。
　例えば特許文献１には、天板の側端部から突出するように設けたスペーサ部材を、他の
デスクの天板の側端部に突き当てることで、デスク同士の隙間を一定に保つ構成が開示さ
れている。
　特許文献２には、隣接して配置されたデスクのアジャスター同士を連結具で連結するこ
とによって、デスク同士の隙間を一定に保つ構成が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４３１３１５８号公報
【特許文献２】特開平９－１４９８２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、互い対向又は左右に並んで配置されるデスク同士において、例えば配線ダク
ト、仕切板、幕板等の機能部材を連続させて使用したいことがある。しかしながら、上記
したようにデスク同士の間に隙間を設けて配置する場合、それぞれのデスクに設けられた
機能部材同士の間にも隙間が形成されるため、機能部材同士を連続させて使用することが
できない。
　機能部材の端部をデスクから外方に突出させておけば、デスク同士の間に隙間を設けて
配置した場合であっても、機能部材同士を連続させることができる。しかしこの場合、デ
スクに、他のデスクを対向または並列して設置しない場合、機能部材がデスクから外方に
突出し、見栄えが損なわれる。
　そこでなされた本発明の目的は、天板昇降式什器単体で用いるときには機能部材が外方
に突出するのを抑えつつ、複数の天板昇降式什器を隙間を設けて配置したときに、必要に
応じて機能部材同士を連続させることのできる天板昇降式什器、什器システムを提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するため、以下の手段を採用する。
　この発明に係る天板昇降式什器は、上面に作業面を有した天板と、床面上に設置されて
前記天板を支持し、前記天板の高さを変更可能な脚部材と、上下方向と交差する所定方向
に延びる機能部材と、を備え、前記機能部材は、端部の位置を、平面視した状態で、前記
天板の外周端部と同一鉛直面内または前記外周端部よりも前記天板の内方に位置した状態
と、前記所定方向に沿って前記天板の外周端部よりも外方に突出した状態との間で、変更
可能であることを特徴とする。
【０００７】
　このように構成することで、天板昇降式什器に対し、機能部材が上下方向と交差する所
定方向において他の天板昇降式什器を隣接させて使用しない場合には、機能部材の端部を
、平面視した状態で天板の外周端部と同一鉛直面内または外周端部よりも天板の内方に位
置した状態とする。これにより、機能部材が外方に突出するのを抑えることができ、突出
した部分が上下昇降時等に他の物品に引っかかるのを防止することができる。また、天板
昇降式什器に他の天板昇降式什器を隣接させる場合、機能部材の端部を、天板の外周端部
よりも外方に突出させることによって、他の天板昇降式什器の機能部材と連続させること
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ができる。
【０００８】
　また、この発明に係る天板昇降式什器では、前記機能部材が前記所定方向に沿って前記
天板の外周端部よりも外方に突出した状態で、前記機能部材の前記端部は、平面視におい
て、前記天板昇降式什器の外縁に位置しているようにしてもよい。
　このように構成することで、天板昇降式什器は、機能部材の端部を、平面視において、
前記天板昇降式什器の外縁に位置させることができるため、一の天板昇降式什器と他の天
板昇降式什器とを所定方向に隣接させた状態で、機能部材の端部同士を互いに突き当てる
ことができる。よって、互いに隣接する天板昇降式什器同士を容易に連続させて使用する
ことができる。
【０００９】
　また、この発明に係る天板昇降式什器は、上記天板昇降式什器において、前記機能部材
が、前記所定方向に連続する機能部材本体と、前記機能部材本体の端部から前記所定方向
に沿って出没可能に設けられたスライド部材と、を備えているようにしてもよい。
　このように構成することで、機能部材本体に対し、機能部材本体の端部からスライド部
材を出没させることで、機能部材の端部の位置を容易に変更することができる。
【００１０】
　また、この発明に係る天板昇降式什器は、上記天板昇降式什器において、前記機能部材
は、内部に配線を収容可能な配線収容ダクトであるようにしてもよい。
　このように構成することで、互いに隣接する天板昇降式什器の機能部材同士を連続させ
ることによって、複数の天板昇降式什器間で配線を連続して収容することができる。
【００１１】
　さらに、この発明に係る天板昇降式什器は、上記天板昇降式什器において、前記機能部
材の端面に、他の天板昇降式什器の前記機能部材との間で前記配線を挿通させる配線挿通
部が形成されているようにしてもよい。
　このように構成することで、互いに隣接する機能部材間で配線挿通部を通して配線を挿
通させることで、機能部材同士の継ぎ目で配線が外部に露出するのを抑えることができる
。
【００１２】
　また、この発明に係る天板昇降式什器は、上記天板昇降式什器において、前記配線挿通
部を開閉可能な蓋体をさらに備えるようにしてもよい。
　このように構成することで、天板昇降式什器に対し、他の天板昇降式什器を隣接させて
使用しない場合には、配線挿通部を蓋体により閉じることで、外観を向上させることがで
きる。
【００１３】
　また、この発明に係る天板昇降式什器は、上記天板昇降式什器において、前記機能部材
は、前記天板の下方に設けられ、前記所定方向に連続するパネルまたは杆体であるように
してもよい。
　このように構成することで、天板の後端部や側端部に設けられる仕切パネルや杆体等を
、互いに隣接する天板昇降式什器間で連続させることができる。
【００１４】
　また、この発明に係る天板昇降式什器は、上記天板昇降式什器において、互いに対向し
て一対の前記天板を備えるとともに、前記脚部材は、それぞれの前記天板に設けられて前
記天板を昇降可能に支持するようにしてもよい。
　このように構成することで、それぞれ独立して昇降可能な一対の天板を備える天板昇降
式什器において、必要に応じて機能部材を連続させることができる。
【００１５】
　この発明に係る什器システムは、上記したような天板昇降式什器を複数備え、前記所定
方向に沿って間隔を空けて前記床面上に設置された二つの前記天板昇降式什器同士の間に
おいて、一方の前記天板昇降式什器および他方の前記天板昇降式什器の少なくとも一方に
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おいて前記機能部材の端部を前記天板の前記外周端部よりも外方に突出させることによっ
て、一方の前記天板昇降式什器の前記機能部材と他方の前記天板昇降式什器の前記機能部
材とを、前記所定の方向に沿って連続させることが可能であることを特徴とする。
【００１６】
　このように構成することで、互いに隣接する天板昇降式什器同士を、間隔を空けて配置
した場合においても、機能部材を連続させることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　この発明に係る天板昇降式什器、什器システムによれば、天板昇降式什器単体で用いる
ときには機能部材が外方に突出するのを抑えつつ、複数の天板昇降式什器を隙間を設けて
配置したときに、必要に応じて機能部材同士を連続させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】この発明の一実施形態に係る什器システムの構成を示す模式図である。
【図２】上記什器システムを構成するデスク装置の幅方向一方の側の構成を示す斜視図で
ある。
【図３】互いに隣接するデスク装置のダクト部どうしの連結部分の構成を示す斜視図であ
る。
【図４】ダクト部の端部の構成を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、添付図面を参照して、本発明による天板昇降式什器を実施するための形態を説明
する。しかし、本発明はこの実施形態のみに限定されるものではない。
【００２０】
　図１は、この発明の一実施形態に係る什器システムの構成を示す模式図である。図２は
、上記什器システムを構成するデスク装置の幅方向一方の側の構成を示す斜視図である。
図３は、互いに隣接するデスク装置のダクト部どうしの連結部分の構成を示す斜視図であ
る。図４は、ダクト部の端部の構成を示す斜視図である。
　図１に示すように、什器システムＡは、複数のデスク装置１０から構成されている。図
１、図２に示すように、各デスク装置（天板昇降式什器）１０は、床面Ｆに設置される脚
体１１と、脚体１１に支持された一対の天板部２０Ａ，２０Ｂと、天板部２０Ａ，２０Ｂ
の間に配置された中間仕切部３０と、を備えている。
　この実施形態において、天板部２０Ａ，２０Ｂは、それぞれ平面視長方形で、上面２１
ｆが作業面とされた天板２１Ａ，２１Ｂを備えている。天板２１Ａ，２１Ｂは、平面視し
た状態で、それぞれの短辺方向において互いに対向している。以下の説明において、天板
２１Ａ，２１Ｂが互いに対向する方向（短辺方向に沿った方向）を対向方向（または前後
方向）、天板２１Ａ，２１Ｂの長手方向に沿った方向を幅方向、デスク装置１０が設置さ
れる床面Ｆに直交する方向を上下方向と適宜称する。
【００２１】
　脚体１１は、床面Ｆに沿って設けられるベース部材１２，１２と、各ベース部材１２上
に設けられて上下方向に延び、天板部２０Ａ，２０Ｂを支持する脚部材１３，１３と、を
備えている。
【００２２】
　ベース部材１２，１２は、デスク装置１０の幅方向両端部に位置するよう設けられてい
る。各ベース部材１２の下面には、対向方向の両端部に床面Ｆに接地する接地部材（図示
無し）が設けられ、接地部材（図示無し）によってベース部材１２の高さおよび水平レベ
ルを調整できるようになっている。
【００２３】
　脚部材１３は、各ベース部材１２の長さ方向（対向方向）の一端部１２ａと他端部１２
ｂとに、それぞれ設けられている。各脚部材１３は、ベース部材１２上に固定された第一
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筒部１３ｘと、第一筒部１３ｘ内に上下方向に移動可能に挿入された第二筒部１３ｙと、
第二筒部１３ｙ内に上下方向に移動可能に挿入された第三筒部１３ｚと、を有している。
第一筒部１３ｘ、第二筒部１３ｙ、第三筒部１３ｚは、それぞれ角筒状をなしている。各
脚部材１３は、第一筒部１３ｘに対し、第二筒部１３ｙ、第三筒部１３ｚが上下方向に沿
って出没することで、上下方向の長さが調整可能となっている。
【００２４】
　脚部材１３，１３の第三筒部１３ｚの上端には、支持ブラケット２３が設けられている
。この支持ブラケット２３を介して、天板２１Ａ，２１Ｂは、第三筒部１３ｚの上端に取
り付けられている。
【００２５】
　さらに、デスク装置１０は、脚部材１３の動作を制御する制御ユニット（不図示。以下
同じ。）と、制御ユニットに昇降動作信号を入力するための操作部１９と、を備えている
。
　制御ユニットは、例えば、天板２１Ａ，２１Ｂの下面等に固定されている。この制御ユ
ニットには、デスク装置１０が配置される執務空間に設けられた商用電源に接続される電
源ケーブル（不図示。以下同じ。）が接続されている。
【００２６】
　操作部１９は、天板２１Ａ，２１Ｂの下面に設けられている。操作部１９は、制御ユニ
ットに、配線ケーブル（不図示。以下同じ。）を介して電気的に接続されている。
　利用者が操作部１９に対して所定の操作を入力すると、操作部１９から配線ケーブルを
介し、制御ユニットに操作信号が送信される。制御ユニットは、操作部１９から操作信号
を受信すると、受信した信号に基づいて脚部材１３に昇降動作を実行させる指令信号を出
力する。各脚部材１３は、指令信号を受信すると、その指令信号に応じて、例えば各脚部
材１３に内蔵された伸縮駆動装置（不図示）によって伸縮駆動され、これによって天板部
２０Ａ，２０Ｂの高さの調整がなされる。
【００２７】
　中間仕切部３０は、天板２１Ａと天板２１Ｂとの間に、幅方向（所定方向）に沿って連
続して配置されている。中間仕切部３０は、配線等を収容するダクト部（機能部材、配線
収容ダクト）３１と、ダクト部３１上に設けられ、鉛直面内に位置して、天板２１Ａ，２
１Ｂの間を仕切る仕切パネル３２と、を備えている。
【００２８】
　ダクト部３１は、支柱３３、３３と、ダクト本体（機能部材本体）３４と、を備えてい
る。
　支柱３３は、デスク装置１０の幅方向両側に位置するベース部材１２、１２のそれぞれ
において、一端部１２ａと他端部１２ｂとの中間部に配置され、ベース部材１２から上方
に向かって立設されている。
【００２９】
　図３に示すように、各支柱３３において、デスク装置１０の幅方向内方を向く側には、
上下方向に連続する配線収容溝３３ｍが形成され、床面Ｆから上方に立ち上げてダクト本
体３４へと導かれる配線１００を収容できるようになっている。この配線収容溝３３ｍは
、配線収容溝３３ｍを塞ぐカバー３３ｃが着脱自在に装着可能とされている。カバー３３
ｃの上下端部には切欠き３３ｄが形成され、この切欠き３３ｄを通して、配線収容溝３３
ｍを塞いだ状態の配線収容溝３３ｍ内に配線１００を導入又は導出できる。
【００３０】
　図４に示すように、ダクト本体３４は、支柱３３、３３上に支持された底板部３４ａと
、底板部３４ａにおいて、デスク装置１０の前後方向両端部からそれぞれ上方に立ち上が
る側壁部３４ｂ、３４ｂと、を有している。側壁部３４ｂの上端には、ダクト本体３４の
内側に向かって延びる天面部３４ｃと、天面部３４ｃの内側端部から下方に向かって折り
曲げられた折返し壁部３４ｄとが、設けられている。これら底板部３４ａ、側壁部３４ｂ
、天面部３４ｃおよび折返し壁部３４ｄは、一体に形成されている。このようなダクト本
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体３４では、底板部３４ａと、デスク装置１０における前後方向両側の側壁部３４ｂ、３
４ｂとに囲まれた空間内に、配線１００を収容することができる。
【００３１】
　ダクト本体３４の底板部３４ａには、支柱３３の近傍に開口部３５が形成されている。
床面Ｆから立ち上げられた配線１００は、支柱３３に形成された下側の切欠き３３ｄから
支柱３３内に導かれ、上側の切欠き３３ｄを通過して、底板部３４ａの開口部３５からダ
クト本体３４内に導き入れられる。
【００３２】
　また、図３に示すように、ダクト本体３４の底板部３４ａには、デスク装置１０の幅方
向両端部に、それぞれ、上方に向かって立ち上がる柱状のパネル支持部材３６が設けられ
ている。仕切パネル３２は、デスク装置１０の幅方向両端部に位置するパネル支持部材３
６、３６上に支持されている。
　さらに、デスク装置１０の幅方向両端部に位置するパネル支持部材３６、３６の前後方
向には、仕切パネル３２の両側面からそれぞれ側壁部３４ｂに向かって延び、上面３７ａ
が天面部３４ｃと同じ高さに位置するセンターパネル３７が設けられている。このセンタ
ーパネル３７と、ダクト本体３４の天面部３４ｃとの間に、デスク装置１０の幅方向に沿
って延び、上方に向かって開口したスリット３８が形成されている。このスリット３８を
通して、上方からの配線１００等は、ダクト本体３４内に収容されるようになっている。
【００３３】
　ダクト本体３４は、デスク装置１０の幅方向両端部に位置するダクト端部（端部）３４
ｅ，３４ｅが、デスク装置１０の幅方向外方に向かって開口している。
【００３４】
　図３、図４に示すように、このようなダクト本体３４のダクト端部３４ｅのそれぞれに
は、スライド部材５０が設けられている。
　スライド部材５０は、ダクト本体３４内に挿入され、ダクト端部３４ｅからデスク装置
１０の幅方向に沿って出没するインサート部５１と、インサート部５１の端部に一体に設
けられた端部プレート５２と、蓋体５５（図３参照）と、を備える。
【００３５】
　図４に示すように、インサート部５１は、ダクト本体３４の内側で底板部３４ａに沿う
下部プレート５１ａと、下部プレート５１ａの両端からそれぞれ立ち上がり、ダクト本体
３４の内側で側壁部３４ｂ、３４ｂに沿う側部プレート５１ｂ、５１ｂと、を一体に備え
る。このインサート部５１は、ダクト本体３４の内側で、ダクト端部３４ｅから外方に出
没するようにデスク装置１０の幅方向にスライド移動する。
【００３６】
　また、インサート部５１の下部プレート５１ａには、パネル支持部材３６や開口部３５
との干渉を避けるように、逃げ凹部５１ｄが形成されている。
【００３７】
　端部プレート５２は、ダクト本体３４のダクト端部３４ｅを塞ぐよう、デスク装置１０
の前後方向を含む鉛直面内に位置するよう設けられている。端部プレート５２は、ダクト
本体３４の側部プレート５１ｂ、５１ｂに対し、デスク装置１０の前後方向両側に突出す
るエッジ部５２ａ，５２ａを有している。インサート部５１がデスク装置１０の幅方向内
方にスライド移動して、端部プレート５２のエッジ部５２ａ，５２ａがダクト本体３４の
ダクト端部３４ｅにおいて側壁部３４ｂ、３４ｂに突き当たることで、スライド部材５０
のダクト本体３４内へのスライドが規制される。
　ここで、ダクト部３１の端部である端部プレート（機能部材の端部、端面）５２は、ダ
クト本体３４のダクト端部３４ｅに突き当たった状態で、平面視した状態で天板２１Ａ、
２１Ｂの端部（外周端部）２１ｅと同一鉛直面内に位置している。
【００３８】
　端部プレート５２には、デスク装置１０の前後方向中央部に、下方に向かって凹となる
切欠き部（配線挿通部）５２ｃが形成されている。この切欠き部５２ｃには、後述する蓋
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体５５が装着可能とされている。
　端部プレート５２において、切欠き部５２ｃに対し、デスク装置１０の前後方向両側に
は、それぞれ、蓋係止部５３および蓋ガイド部５４が形成されている。
　蓋係止部５３は、端部プレート５２の上端部に、デスク装置１０の前後方向に連続して
形成されている。蓋係止部５３は、端部プレート５２の上端からダクト本体３４側に延び
る上面部５３ａと、上面部５３ａにおいてダクト本体３４側の端部から下方に向かって折
り曲げられた垂下壁部５３ｂと、を一体に備えている。
　蓋ガイド部５４は、切欠き部５２ｃの両側に、上下方向に連続するよう突出して形成さ
れている。
【００３９】
　図３に示すように、蓋体５５は、切欠き部５２ｃを塞ぐ閉塞プレート５５ａと、閉塞プ
レート５５ａの上辺に形成された係止フック部５５ｂと、閉塞プレート５５ａの前後方向
両側に形成されたガイドフック５５ｃ、５５ｃと、を一体に備えている。
【００４０】
　係止フック部５５ｂは、閉塞プレート５５ａの上端からダクト本体３４側に延びる上面
部５５ｄと、上面部５５ｄにおいてダクト本体３４側の端部から下方に向かって折り曲げ
られた垂下壁部５５ｅと、を一体に備えている。この係止フック部５５ｂは、切欠き部５
２ｃの前後方向両側の蓋係止部５３、５３に上方から係止される。
【００４１】
　ガイドフック５５ｃ、５５ｃは、閉塞プレート５５ａに対し、ダクト本体３４側を向く
面５５ｆにおいて、前後方向両端部に設けられている。ガイドフック５５ｃ、５５ｃは、
閉塞プレート５５ａに一体に固定され、蓋ガイド部５４が下方から相対的に挿入されるこ
とで、蓋体５５を上下方向に沿ってスライド自在に支持する。
【００４２】
　図２に示すように、このようなデスク装置１０は、その幅方向に他のデスク装置１０を
隣接して配置せずに使用する場合、インサート部５１を、ダクト本体３４内に押し込み、
端部プレート５２および端部プレート５２のエッジ部５２ａ，５２ａをダクト本体３４の
端部３４ｅに突き当てた状態とする。これにより、スライド部材５０の端部プレート５２
は、平面視した状態で天板２１Ａ、２１Ｂの端部（外周端部）２１ｅと同一鉛直面内に位
置し、デスク装置１０の天板２１Ａ、２１Ｂの幅方向端部から側方に突出しない状態とさ
れる。
　また、端部プレート５２の切欠き部５２ｃに蓋体５５を装着し、切欠き部５２ｃを閉塞
しておく。
【００４３】
　図１に示すように、デスク装置１０に対し、幅方向に他のデスク装置１０を隣接して配
置する場合、互いに隣接するデスク装置１０、１０を、一方のデスク装置１０の天板２１
Ａ、２１Ｂと、他方のデスク装置１０の天板２１Ａ、２１Ｂとの間に、予め定めた所定の
間隔を開けて床面Ｆ上に配置する。
【００４４】
　図３、図４に示すように、この状態で、一方のデスク装置１０のダクト本体３４と、他
方のデスク装置１０のダクト本体３４とは、デスク装置１０の幅方向に間隔を空けて対向
している。そして、インサート部５１をダクト本体３４内でスライドさせてスライド部材
５０をダクト本体３４からデスク装置１０の幅方向外方に向かって突出させる。ここで、
インサート部５１の端部プレート５２は、平面視した状態で、デスク装置１０の幅方向に
おける最も外方まで突出する。これにより、互いに隣接するデスク装置１０、１０同士の
間において、一方のデスク装置１０のスライド部材５０と、他方のデスク装置１０のスラ
イド部材５０とを突き当てる。さらに、各スライド部材５０の端部プレート５２から蓋体
５５を取り外す。これにより、一方のスライド部材５０と他方のスライド部材５０とが、
切欠き部５２ｃ、５２ｃで連通する。
　このようにして、互いに隣接するデスク装置１０、１０において、ダクト部３１、３１
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のダクト本体３４、３４が、スライド部材５０、５０を介して連続する。これにより、配
線１００等を、互いに隣接するデスク装置１０、１０間で連続してダクト部３１、３１内
に収容して配索することができる。互いに隣接したダクト部３１、３１間では、切欠き部
５２ｃ、５２ｃに配線１００を挿通させることができる。
【００４５】
　上述したようなデスク装置１０、什器システムＡによれば、デスク装置１０は、上面２
１ｆに作業面を有した天板２１Ａ、２１Ｂと、床面Ｆ上に設置されて天板２１Ａ、２１Ｂ
を支持し、天板２１Ａ、２１Ｂの高さを変更可能な脚部材１３と、床面Ｆに平行な所定方
向に連続して設けられ、平面視した状態で天板２１Ａ、２１Ｂの端部２１ｅと同一鉛直面
内に位置した状態と、所定方向に沿って天板２１Ａ、２１Ｂの端部２１ｅよりも外方に突
出した状態との間で、端部の位置を変更可能とするダクト部３１と、を備える。
　このように構成することで、デスク装置１０に対し、ダクト部３１が連続する方向にお
いて他のデスク装置１０を隣接させて使用しない場合には、ダクト部３１の端部を、平面
視した状態で天板２１Ａ、２１Ｂの端部２１ｅと同一鉛直面内に位置した状態とすること
で、ダクト部３１が外方に突出するのを抑えることができ、突出した部分が上下昇降時等
に他の物品に引っかかるのを防止することができる。
　また、デスク装置１０に、他のデスク装置１０を隣接させる場合、所定方向に沿って間
隔を空けて床面Ｆ上に設置された二つのデスク装置１０同士の間において、一方のデスク
装置１０および他方のデスク装置１０の少なくとも一方においてダクト部３１の端部を天
板２１Ａ、２１Ｂの端部２１ｅよりも外方に突出させる。これによって、一方のデスク装
置１０のダクト部３１と他方のデスク装置１０のダクト部３１とを、所定の方向に沿って
連続させることが可能である。
　したがって、デスク装置１０を単体で用いるときにはダクト部３１が外方に突出するの
を抑えつつ、複数のデスク装置１０を隙間を設けて配置したときに、必要に応じてダクト
部３１同士を連続させ、配線１００を収容することができる。
【００４６】
　また、インサート部５１の端部プレート５２は、平面視した状態で、デスク装置１０の
幅方向における外縁まで突出する。よって、デスク装置１０に他のデスク装置を隣接させ
る場合に、ダクト部３１，３１の端部同士を互いに突き当てることができる。したがって
、互いに隣接するデスク装置１０のダクト部３１同士を容易に連続させることができる。
【００４７】
　また、ダクト部３１が、所定方向に連続するダクト本体３４と、ダクト本体３４の端部
から所定方向に沿って出没可能に設けられたスライド部材５０と、を備えている。
　このように構成することで、ダクト本体３４に対し、ダクト本体３４の端部からスライ
ド部材５０を出没させることで、平面視した状態で天板２１Ａ、２１Ｂの端部２１ｅと同
一鉛直面に位置した状態と、所定方向に沿って天板２１Ａ、２１Ｂの端部２１ｅよりも外
方に突出した状態との間で、ダクト部３１の端部の位置を変更させることができる。
【００４８】
　さらに、ダクト部３１の端部に、他のデスク装置１０のダクト部３１との間で配線１０
０を挿通させる切欠き部５２ｃが形成されている。このように構成することで、互いに隣
接するダクト部３１間で、切欠き部５２ｃを通して配線１００を挿通させ、ダクト部３１
同士の継ぎ目で配線１００が外部に露出するのを抑えることができる。
【００４９】
　また、切欠き部５２ｃには、蓋体５５が装着可能とされている。このように構成するこ
とで、デスク装置１０に他のデスク装置１０を隣接させて使用しない場合には、切欠き部
５２ｃを蓋体５５により閉じることで、外観を向上させることができる。
【００５０】
　また、デスク装置１０は、互いに対向して一対の天板２１Ａ、２１Ｂを備えるとともに
、脚部材１３は、それぞれの天板２１Ａ、２１Ｂに設けられて天板２１Ａ、２１Ｂを昇降
可能に支持する。このように構成することで、それぞれ独立して昇降可能な一対の天板２
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１Ａ、２１Ｂを備えるデスク装置１０において、必要に応じてダクト部３１を連続させる
ことができる。
【００５１】
（その他の実施形態）
　なお、本発明の天板昇降式什器、什器システムＡは、図面を参照して説明した上述の実
施形態に限定されるものではなく、その技術的範囲において様々な変形例が考えられる。
　例えば、上記実施形態においては、ダクト部３１を、デスク装置１０の幅方向に連続す
るように設けたが、デスク装置１０の前後方向に連続する場合であってもよい。
【００５２】
　また、デスク装置１０において、上下方向と交差する所定方向に延びていれば、前後方
向や幅方向に延びる部材に限られず、平面視において前後方向と交差する方向に延びる部
材や、幅方向と交差する方向に延びる部材であってもよい。さらには、斜め上方に延びる
部材であってもよい。
【００５３】
　また、デスク装置１０において、ダクト部３１に限らず、天板２１Ａ、２１Ｂの下方に
設けられ、所定方向に連続する仕切パネル（パネル、不図示）または杆体（不図示）であ
ってもよい。この場合、天板２１Ａ、２１Ｂの後端部や側端部に設けられる仕切パネルや
杆体等を、互いに隣接するデスク装置１０間で連続させることができる。
【００５４】
　また、所定方向に連続して延びる部材に限られず、機能部材が所定方向に間隔を有して
複数設けられていてもよい。例えば、デスク装置１０の幅方向の一方側に一のダクト部が
設けられており、幅方向の他方側に他のダクト部が設けられている場合には、ダクト部間
には配線を架け渡すようにすればよい。
【００５５】
　また、スライド部材５０は、平面視した状態で天板２１Ａ、２１Ｂの端部２１ｅと同一
鉛直面内または端部２１ｅよりも天板２１Ａ、２１Ｂの内方に位置した状態と、所定方向
に沿って天板２１Ａ、２１Ｂの端部２１ｅよりも外方に突出した状態との間で、出没する
ようにしたが、これに限らない。スライド部材５０は、平面視した状態で天板２１Ａ、２
１Ｂの端部２１ｅよりも天板２１Ａ、２１Ｂの内方に位置した状態と、所定方向に沿って
天板２１Ａ、２１Ｂの端部２１ｅよりも外方に突出した状態との間で、出没自在としても
良い。
　さらに、上記実施形態では、ダクト本体３４に対し、スライド部材５０を出没可能にス
ライドさせる構成としたが、これに限らず、スライド部材５０をダクト本体３４に対して
着脱するようにしてもよい。
　また、スライド部材５０どうしは、単に突き合わせるだけでなく、ボルト等で連結する
ようにしてもよい。
【００５６】
　また、機能部材として仕切パネル等を採用する場合、互いに隣接する仕切パネル同士は
、互いに突き合わせるのではなく、端部同士をその板厚方向に重ね合わせることで、仕切
パネル同士を連続させてもよい。
【００５７】
　また、上記実施形態では、一つのデスク装置１０に、二つの天板２１Ａ、２１Ｂを備え
るようにしたが、これに限らず、一つの天板のみを備えた構成であってもよい。
　これ以外にも、本発明の主旨を逸脱しない限り、上記実施の形態で挙げた構成を取捨選
択したり、他の構成に適宜変更したりすることが可能である。
【符号の説明】
【００５８】
１０　デスク装置（天板昇降式什器）
１１　脚体
１３　脚部材
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２０Ａ，２０Ｂ　天板部
２１Ａ，２１Ｂ　天板
２１ｅ　端部（外周端部）
２１ｆ　上面
３１　ダクト部（機能部材、配線収容ダクト）
３４　ダクト本体（機能部材本体）
３４ｅ　ダクト端部（端部）
５０　スライド部材
５１　インサート部
５２　端部プレート（機能部材の端部、端面）
５２ｃ　切欠き部（配線挿通部）
５５　蓋体
１００　配線
Ａ　什器システム

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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